
伊丹市外国籍の方の生活保護取扱要綱（平成２８年４月伊丹市要綱） 

（趣旨） 

第１条  この要綱は、「生活に困窮する外国人に対する生活保護の措置について」（昭和２ 

９年５月８日社発第３８２号厚生省社会局長通知。以下「外国人保護に関する通知」と 

いう。)に基づき、生活に困窮する外国人に対する保護の措置に関して、関係法令等その 

他規定に定めがあるもののほか、必要な事項を定めるものとする。 

（措置の取扱い) 

第２条 福祉事務所長は、生活に困窮する外国人に対し、外国人保護に関する通知に基づ 

く保護（以下「通知に基づく保護」という。）を行う場合は、日本国民に対する生活保 

護法（昭和２５年法律第１４４号。以下「法」という。）による保護の決定及び実施、 

就労自立給付金の支給、進学・就職準備給付金の支給、被保護者健康管理支援事業、保 

護に要する費用の返還又は徴収金の徴収（以下「保護等」という。）に関する取扱いに 

準じ、保護等の措置を行うものとする。 

２ 前項の規定は、生活に困窮する外国人と生計を一にする日本国民が存在し、当該日本 

国民から法に基づく保護等の申請を受理し、同一世帯と認定する場合であっても、当該 

外国人に対しては通知に基づく保護を行うものとする。 

３ 福祉事務所長は、生活に困窮する外国人から法に基づく保護等の申請の意思があった 

とき又は申請を受理したときは、通知に基づく保護の取扱いとなることを説明しなけれ 

ばならない。 

４ 福祉事務所長は、通知に基づく保護の変更、廃止等の処分に係る決定の通知書面にお 

いて、書面中「生活保護法による」とあるのは「生活保護法に準じて行う行政措置によ 

る」と読み替えて決定があったものとして取扱う旨を当該外国人に説明しなければなら 

ない。 

（適用対象者) 

第３条 通知に基づく保護の対象者及び照会は、「生活保護問答集について」（平成２１年 

３月３１日厚生労働省社会・援護局保護課長通知事務連絡）のうち、「外国人保護の適用 

対象と実施責任」の問答の示すところとする。 

（細則） 

第４条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。 

付 則 

この要綱は、平成２８年４月１日から施行する。 

付 則 

この要綱は、公布の日から施行する。 



付 則 

この要綱は、令和６年３月２６日から施行する。 

  付 則 

 （施行期日） 

１ この要綱は、令和６年４月２４日から施行する。 

 （進学・就職準備給付金の支給に関する特例） 

２ 改正後の要綱第２条第１項の「進学・就職準備給付金の支給」の規定は、令和６年１月１日 

 から適用する。 


